
船舶事故調査報告書 

令和７年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 養殖施設損傷 

発生日時 令和６年４月１３日 ０６時００分頃 

発生場所 宮城県七ヶ浜町花淵埼南東方沖 

 花淵灯台から真方位０７９°１,０７５ｍ付近 

 （概位 北緯３８°１７.８′ 東経１４１°０５.８′） 

事故の概要  遊漁船希
き

純
すみ

丸は、航行中、養殖施設に進入し、同施設が損傷した。 

事故調査の経過 令和６年４月３０日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 希純丸、５トン未満（長さ６.３４ｍ） 

 ２１０－３２７０３宮城、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

養殖施設 ロープ等に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客５人を乗せ、遊漁の目的

で、宮城県岩沼市東方沖の釣り場に向けて、係留地を出航した。 

本船は、船長が単独で操船に当たり、ＧＰＳプロッターを作動さ

せ、手動操舵により約１２～１３ノットの対地速力で花淵埼東方沖に

設置されている‘宮城県知事から免許を受けた区第３４１１号と称す

る養殖施設’（以下「本件施設」という。）と別の養殖施設との間を航

行していた。 

船長は、本船が南南東進中、本件施設の浮き球を船首至近に認め、

減速したものの間に合わず、本船は本件施設に進入した。 

船長は、釣り客にけががないことと船体に浸水等がないことを確認

した後、本船は、係留地に自力で帰航した。 

船長は、本事故前、ＧＰＳプロッターの画面に表示された過去の航

跡を注意深く見ている間に無意識のうちに少し左舵を取ってしまい、

本船が僅かに左転しながら本件施設に接近していることに気付かな

かった。 

船長は、遊漁船業の適正化に関する法律（昭和６３年法律第９９

号）に基づき、宮城県知事から遊漁船業者の登録を受け、自らを遊漁

船業務主任者に選任して、遊漁船業を約５年以上営んでおり、事故発

生場所付近の航行経験は豊富であった。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 



分析  本船は、花淵埼南東方沖を南南東進中、船長が、ＧＰＳプロッター

の画面を見ることに意識を集中し、周囲の見張りを適切に行っていな

かったことから、本船が僅かに左転しながら本件施設に向かって航行

していることに気付くのが遅れ、本件施設に進入し、本件施設が損傷

したものと考えられる。 

 船長は、ふだんからＧＰＳプロッターに記録された過去の航跡を参

考にしながら航行していたことから、ＧＰＳプロッターの画面に表示

されていた過去の航跡を見ることに意識を集中し、周囲の見張りを適

切に行っていなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、花淵埼南東方沖を南南東進中、船長が、ＧＰＳ

プロッターの画面を見ることに意識を集中し、周囲の見張りを適切に

行っていなかったため、本船が僅かに左転しながら本件施設に向かっ

て航行していることに気付くのが遅れ、本件施設に進入したことによ

り発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、養殖施設など障害物の近くを航行する際は、特定の計器

の画面を継続して見ないようにし、常時、周囲の見張りを適切に

行うこと。 

 



付図１ 事故発生経過概略図 
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（令和６年４月１３日 

 ０６時００分頃発生） 


